
令和６年度 地域スポーツ普及事業 実施要項 

                        （地域スポーツ事業） 

 

１ 目  的   市内各地域（校下・地区）において、スポーツ普及のための事業

（講習会や教室、体験会等）を開催することで、地域住民が身近な施

設を利用して気軽にスポーツ活動に参加できる機会を増やし、スポ

ーツに対する関心と意識を高めることを目的とする。 

 

２ 主  催  （公財）高岡市体育協会 

 

３ 共  催  高岡市体育振興会  高岡市スポーツ推進委員協議会 

 

４ 実施期間  令和６年５月～令和７年２月末日まで 

         ※上記の期間内で１日（回）とし、１回あたりの実施時間は、 

１～２時間程度とする。 

 

５ 実施回数  １校下・地区１回のみ（申込順にて８校下・地区まで） 

 

６ 会  場  各校下・地区で用意 

 

７ 対 象 者  校下・地区住民（年齢・性別問わず） 

 

８ 定  員  １０～５０人程度 

 

９ 参 加 料  無 料 

 

10 内 容 等  ①モルックやペタンク等のレクリエーション種目の教室や体験会、 

その他、地域スポーツの普及に関する講習会等とする。 

        ②指導者は、校下・地区のスポーツ推進委員、体育振興会役員とする。 

※なお、外部指導者の場合は高岡市体育協会が仲介し、それに関わ

る経費（謝礼金 5,500 円/回）は高岡市体育協会が負担する。 

        ③スポーツ用具は、校下・地区、もしくは高岡市体育協会で準備する。 

        ④受講者の傷害保険は高岡市体育協会で加入する。 

        ⑤開催校下・地区にて、事業に関わるスポーツ用具を購入される場合は 

         購入額の半額（上限 10,000 円）を助成する。 

 

11 申  込  校下・地区体育振興会やスポーツ推進委員より、実施申請書を高岡

市体育協会事務局へ提出すること。 

         ※申請書は体育協会ＨＰの資料庫からダウンロード可能。 

 

12 問 合 先  （公財）高岡市体育協会 スポーツ推進課 

        〒933-0044 高岡市古城１－８ TEL 26-5225 FAX 26-5210 

                    Mail：taikyo@takaoka-sports.jp 


